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  ９月２５日（土）全国大会全体会（Zoom ウェビナー) 

         13：00-13：05 開会と市民オンブズマンの説明 

         13：05-13：15 基調報告 

         13：15-13：35 コロナ禍での市民オンブズ活動 

         13：35-13：55 働きかけ記録制度調査 

         13：55-14：25 裁判勝てなかったがよくなった 

                  ・高槻訴訟費用請求のその後 

         14：25-14：55 政務活動費開示度・執行率調査報告 

                 ・香川県議政務活動費住民訴訟報告 

         14：55-15：10 休憩 

         15：10-15：40 包括外部監査の表彰と説明 

                 ・オンブズマン大賞受賞者によるスピーチ 

         15：40-15：50 重要土地規制法法令協議開示結果 

         15：50-15：55 ビートルズ来日動画情報公開訴訟その後 

         15：55-16：05 活性炭談合アンケート調査 

         16：05-16：15 落札率調査結果 

         16：15-16：30 休憩 

         16：30-17：00 各地報告 

                      ・岐阜 小中学校タブレット購入 

                      ・青森 県内談合対策調査 

                 ・福岡 春日原自治会の取り組み 

                  17：00-17：35  地方議会懲罰濫用調査報告 

 ・元岩沼市議出席停止 最高裁判例変更報告 

 ・弥富市議会辞職勧告決その後 

         17：35-17：45  分科会の案内・お知らせ 

         18：00-19：00 懇親会（Zoom）アイディアの宝庫 無駄話の饗宴  

 

  ９月２６日（日）全国大会分科会＋全体会（Zoom ウェビナー) 

           9:00～11:10   分科会  

                                  ・政務活動費 

                    ・情報公開・個人情報保護勉強会 

                 ・新型コロナ禍での市民オンブズ活動 

                         ・地方議会懲罰濫用 

                   11:30～12:00  全体会 大会のまとめ  
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＜ 基 調 報 告 ＞ 

 

 

第２８回全国市民オンブズマン・オンライン大会２０２１ 

～コロナの中の市民オンブズマン～ 

 

 

                           ２０２１年９月２５日 

 

                   全国市民オンブズマン連絡会議 

                       代表幹事   浅 井   亮   

                             加賀谷 達 郎 

                             児 嶋 研 二 

                                                        土 橋   実 

                              豊 永 泰 雄 

                                                    

１ 大会開催に際して 

 今年の全国大会は、昨年に引き続き鳥取県米子市での開催に向けて準備を進めて

まいりましたが、新型コロナウィルスの全国的な感染拡大状況にかんがみ移動に伴

う感染拡大のリスクを回避するため、オンラインによる開催にいたしました。現地

で交流できないのは残念ですが、全国どこからでも大会に参加できる利点を活か

し、多くのみなさまに市民オンブズマン活動にかかわっていただく機会を提供でき

ればと考えています。 

 

２ 今年の全国大会について 

（１）この一年、新型コロナウィルスの感染拡大を受け、飲食、観光、文化、芸術な

どさまざまな分野で多くの人々が経済的・精神的に厳しい状況に置かれていま

す。とくに不安定な立場で働く非正規雇用の方の生活は深刻です。新型コロナに

対する政府の対策は科学的な知見を軽視し、国民の安心・安全を確保するよりも

政治的な思惑を優先させ、その結果、全国各地で入院が必要なのに適切な治療が

受けられないという医療崩壊を招きました。 

 この間、政府は入手量の減少がわかっているのにこれを秘してワクチン接種拡

大を発表し現場を混乱させたり、重要な政策決定過程に関する議論の内容を十分

説明しないなど、国民の暮らしや安心に寄り添う姿勢がみられません。森友学園

問題ではようやく裁判で「赤城ファイル」の一部が公開されましたが、これも政

府にとって都合の悪い部分は黒塗りにされたままです。 

 この間の行政対応をみると、あらためて情報公開やその前提となる情報の保管

・管理の重要性を認識させられるととともに、税金の使い道や政治のありように

ついて考えさせられる一年だったと思います。 

 

（２）さて、今年の全国大会は「コロナの中の市民オンブズマン」をテーマに、オン

ラインで開催することになりました。１日目は全体会を行います。全体会の内容

は次のとおりです。 

ⅰ）新型コロナの流行により、「三密」を避け人流を抑制するためにリモートワ
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ークが推奨されています。これにより、私たちの仕事や生活様式も感染拡大前

に比べ大きく変容しています。ご多分に洩れず、市民オンブズマンの活動も少

なからぬ影響を受けたことでしょう。連絡会議では、大会に先立ち各地のオン

ブズマンにアンケート調査を行いました。全体会ではその結果を発表し、コロ

ナ禍のオンブズマン活動の様子、今後のオンブズマン活動をどのように継続・

発展させていくかを考えるきっかけにしたいと思います。 

ⅱ）議員活動のひとつに住民などの要望を受け行政に働きかけを行うことがあり

ます。この「口利き」は、時として不正や違法な要求に変わることもありま

す。そのため、自治体の中には議員の働きかけとこれに対する行政側の対応を

記録する制度を設けているところがあります。連絡会議では、いわゆる口利き

記録制度の現状と課題などについてあらためて調査を行いましたのでこれを発

表したいと思います。 

ⅲ）各地で違法な公金支出に対し住民訴訟が取り組まれています。私たちの主張

が認められ自治体の損害が回復されることもありますが、残念ながら敗訴で終

わることもあります。では裁判で負けてしまうと何も変わらないのでしょう

か。連絡会議では、裁判では負けてしまってもその取り組みの中で自治体のお

かしな慣行や対応を改めさせた事例について調査しました。今後の活動の参考

とするため発表します。 

ⅳ）地方議会では、少数派議員に対する多数派議員の不当な懲戒処分が行われる

ことがあります。最高裁令和２年１１月２５日判決は、これまで除名を除き原

則として議会の議決は司法審査の対象にならないとしていた従来の判例を変更

し、議員の出席停止懲罰決議は司法審査の対象になると判例を変更しました。

全体会ではこの判決を紹介し、司法審査の対象が広がったことが今後の議会活

動にどのような影響を及ぼすかを考えていきたいと思います。 

ⅴ）このほか、全体会では政務活動費の違法支出を巡る各地の状況や取り組み、

消防デジタル無線談合・活性炭談合などの現状、包括外部監査の通信簿活動と

その説明や表彰などを行います。 

 

（３）２日目は分科会を開催します。今年の分科会は、①情報公開勉強会、②政務活

動費、③地方議会の懲罰濫用、④Ｗｅｂ会議システムを使った新しい市民オンブ

ズマン活動の４つを予定しています。 

ⅰ）情報公開勉強会分科会は、昨年に引き続き国の情報公開・個人情報保護審査

会の委員であった森田明弁護士を迎え、公文書管理や保管、情報公開の現状と

問題点、今後の課題と改革の方向性について議論します。 

ⅱ）政務活動費分科会は、各地で取り組まれている違法な政務活動費の返還訴訟

などから得られたノウハウをもとに、この取り組みの「ツボ」である領収書の

チェックの仕方などを伝授します。各地の会員が勝ち取った最新判決の紹介と

解説を行い，今後の活動に活かしていきたい思います。 

ⅲ）地方議会の懲罰濫用分科会は、地方議会の実状と問題点を明らかにし、全体

会で報告する最高裁判決が議会にどのような変化をもたらすか、議会改革のた

めに何が必要かについて、参加した議員と市民とで意見交換を行います。 

ⅳ）Ｗｅｂ会議システムを使った新しい市民オンブズマン活動分科会は、コロナ

禍で従来の活動が困難となる一方、Ｗｅｂ会議システムを使った新たな活動実

例を報告し、今後のオンブズマン活動のあり方や発展について意見交換を行い
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ます。 

 

３ 最後に 

 新型コロナウィルスの感染が拡大する中で、私たちは政治のありようや税金の使

われ方に否が応でも関心をもたざるを得ない状況におかれました。この間、国政と

地方行政の連携不足、縦割り行政の問題点なども目の当たりにしてきました。市民

目線に立った行政や議会にしていくために、今までにも増して情報の保管・管理・

公開、公金の使途などについて、私たち一人一人が監視活動を続けていく必要があ

ります。 

 二日間の全国大会を通じ、市民オンブズマンの新しい活動スタイルを模索しなが

らみなさまと成果を共有したいと思います。今年の全国大会が希望がもてる市民社

会の実現に向けた一歩となるように、参加者のみなさんで議論しましょう。 

3



全国市民オンブズマン連絡会議この一年（2020.9〜2021.9） 

2020年 

9/17 2020年版包括外部監査の通信簿発表 記者会見（Zoom） 

9/18 全国大会事前記者発表（名古屋市） 

・コロナ対応全国調査報告（首長会見、議会） 

（47都道府県・20政令市・64中核市・県庁所在地市） 

・政務活動費調査（開示度ランキング＋執行率調査）（47都道府県・20政令市・60中核市） 

9/20-21 第27回全国市民オンブズマンオンライン大会・2020（Zoomウェビナー）  

テーマ「コロナであれはどうなった？ COVID-19が問う自治体民主主義の現実」 

約170名参加 

・「大会のまとめ報告」発表  

・活性炭談合 情報公開請求・住民監査請求の呼びかけ 

10/6  NPO法人 情報公開市民センター 総会（Zoom） 

10/7 拡大幹事会（Zoom） 

12/1  NPO法人 情報公開市民センター 臨時総会（Zoom） 

12/15 拡大幹事会（Zoom） 

2021年  

2/2 拡大幹事会（Zoom） 

2/26 47都道府県議会・20政令市議会・62中核市議会・5条例自治体に対して包括外部監査 

アンケート送付 

3/23 「2020年版包括外部監査の通信簿」作成費用をネットで募るクラウドファンディング 

   「ready for?」で支援募集開始 

3/30 拡大幹事会（Zoom） 

4/6 「市民オンブズマンは怒っている」ネットでの全国統一行動（Zoomウェビナー） 

4/17-18 包括外部監査評価班 第１回班会議（Zoom） 

4/30 「2021年版包括外部監査の通信簿」作成費用支援  81名から658,000円集まり成功 

4/30 47都道府県議会・20政令市議会・62中核市議会に対して政務活動費公開度調査発送 

5/12 活性炭談合アンケート送付 

5/14 拡大幹事会（Zoom） 

5/15-16 包括外部監査評価班 第２回班会議（Zoom） 

6/2 新型コロナに関する各オンブズへの影響アンケート 発送 

6/2 NPO法人 情報公開市民センターが、内閣官房副長官補に対して「重要土地調査規制法案」の 
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法令協議を情報公開請求 

6/8 47都道府県・20政令市・31県庁市・66県庁所在地市・中核市に対して「落札率調査」発送 

6/11 47都道府県・20政令市・62中核市・49愛知県内市町村・18鳥取県内市町村に 

「働きかけ記録制度調査」送付 

6/12-13包括外部監査評価班 第３回班会議（Zoom） 

6/15 第1回加盟団体向けZoom初心者向け講座開催 6名参加 

6/22 拡大幹事会（Zoom） 

7/10-11  包括外部監査評価班 第４回班会議（Zoom） 

7/11 47都道府県議会・20政令市議会・62中核市議会に対して政務活動執行率調査発送 

7/19 「市民による『包括外部監査』の活用に関するアンケート」送付 

7/20 拡大幹事会（Zoom） 

7/22  包括外部監査評価班 第5回班会議（Zoom） 

8/4 加盟団体に「敗訴したがよくなった事例」「オンライン会議ソフトの具体的活用例」 

アンケート送付 

8/10 第2回加盟団体向けZoom初心者向け講座開催 2名参加 

8/12 各加盟団体に「議会での濫用的懲罰事案アンケート」 送付 

8/12  包括外部監査評価班 第6回班会議（Zoom） 

8/14 拡大幹事会（Zoom） 

9/3 拡大幹事会（Zoom） 
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パンデミックと市民オンブズマン 

 

１ はじめに 

 リモートを用いた全国大会も今年で二年目となった。昨年の大会では、新型コロナ

のパンデミックで地方議会がどうなったか、を調査し、発表した。一般質問をとりや

めたり、傍聴を制限したり、といった、パンデミックに突然おそわれた地方議会の混

乱が調査から浮き彫りになった。そしてそれは、議会の地方公共団体での役割に対し、

議員自身の期待度の低さを物語るものでもあった。まさに、パンデミックによって地

方議会の姿がレントゲンにさらされた結果であった。 

 さて、コロナ禍二年目の今年は、行政監視をする市民活動が民主主義には必要不可

欠であるという視点から、行政を監視する市民活動に目を当ててみようと考えた。対

象は私たち自身。パンデミックの中で、私たち市民オンブズマンの活動に web を使用

する比重が増加することによる、課題と可能性を探り、共有化することが、ポストコ

ロナの市民運動全般にも有効なヒントを提供するのではないか、と考えたことが調査

の動機となっている。 

 

２ 市民オンブズマンにアンケート調査 

 全国市民オンブズマン連絡会議に加盟する６７団体に今年（2021 年）６月２日、１

３の項目についてアンケート調査を行った。質問は、このうち、回答期限の今年８月

１３日までに３７の団体から回答が寄せられた。 

（１）コロナ禍での会員数・会費収入 

 回答３５団体中、増加したという団体０，会員数、会費は変わらない、という団体

は２４，減少した、という団体は１１あった。もっとも、会員数・会費は変わらない、

という団体が２４ある一方で、メンバーの固定化や高齢化、新規入会者の減少を現在

困っていることがらとして挙げている団体も１８あった。 

 コロナ禍は会員数には直接の影響をもたらさない、という回答が多数派ではあった

が、新規入会者が増加しないという問題が各団体に共通する課題であることはみてと

れる。 

（２）コロナ禍による会議や活動日数の変化 

 回答３６団体中、回数が増えた、という会が２，変わらないが１６，減少したが１

７であった。外部の公的施設を使用して会議を行っているところでは、会議の回数等

が減少する、という回答につながる一方で、web を用いた会議を行うところで、会議

の回数に変化無し、あるいは回数が増えた、という回答となったように思われる。こ

れを裏づけるように、コロナ禍で困っていることを尋ねるアンケートでは、印刷や発

送作業といった事務作業のほか、公的施設の閉鎖により例会の会場が安定的に確保で

6



 2 

きない（市民オンブズ西宮）、打ち合わせなどに気を遣う（滋賀県市民オンブズマン）、

会議場所が密になるので使えない（奈良県市民オンブズマン連絡会議など）、会員交流

会が開けない、例会開催や街頭宣伝活動が困難な状況（市民オンブズマン北九州）、会

議会場が閉館になる（くまもと・市民オンブズマン）といった、会議や総会の会場確

保やメンバーの集合ができない、という意見が多く寄せられた。 

  

３ コロナ禍での会議・情報発信 

（１）オンラインの利用の実態 

 コロナ禍では、メンバーが物理的にあつまって会議をすることが難しい場合が多い

おおい。できるだけ少人数で、密にならないように会議をする、という工夫をしてい

る団体もあるが、人があつまって集まって会議をすることが、多かれ少なかれ、新型

コロナ感染のリスクを生じさせるものである以上、Zoom や Teams といったアプリケ

ーションを用いたオンライン会議を活用することが感染予防の観点から求められてい

る、とも言えよう。Zoom や Teams などのオンラインによって日常的に会議を行って

いると回答した団体は、今回の回答では１０あった。 

（２）コンピューターリテラシーの問題 

 Zoom などを用いたオンライン会議の最初のハードルは、オンラインに接続する機器

の使用だ。コンピューターやスマホなどの機器の利用に習熟しないメンバーが活動に

参加できない、という事態をどう避けるかが課題だ。先のアンケートのうち、「Zoom

や Teams を使おうとしていない、使うことができない」という団体に対してその理由

を質問したところ、回答１５団体中、最も多かったのが「使い方がわからない」とい

う回答で、５団体、「パソコンを使用していない」という回答が２，「インターネット

環境にないメンバーがいる」「やる気が出ない」「画面を見ているのが疲れるつかれる」

が各１であり、「今のところ支障がない」という団体は３1であった。また、日常的にオ

ンラインを用いている、という１０の団体にオンライン会議の課題の意見を求めたと

ころ、実際に Zoom を使えない会員が参加できない（名古屋市民オンブズマン・市民

オンブズマン福岡）といった回答も寄せられた。 

 全国市民オンブズマン連絡会議では、昨年から拡大幹事会や包括外部監査の通信簿

の評価班の会議は、すべて Zoom を用いて行っているが、より多くの参加を求め、初

めて Zoom を使用するという方に Zoom の使用法の講座を開いてきた。残念ながら、

二回目以降の参加者の数は伸び悩んでいるが、ぜひ、諦めないで何度もトライしてほ

しい次回開催した際には、ぜひ積極的に開催してほしい。 

 とはいうものの、コンピューター機器を利活用できないことが、政治参加のための

 

1 Skype を使用しているから Zoom や Teams は必要ない、という弘前市民オンブズパーソ

ンの回答を除く。 
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情報の偏在化を生じさせる要因として指摘されて久しい。コンピューターを活動に積

極的に取り入れようとする時、この情報リテラシーの問題を意識せざるを得ない。と

りわけ、インターネットを手段とするコミュニーションのウエイトがより大きくなっ

た現状を見るとき、私たち自身の問題を越え、スマホやコンピューターといった情報

機器の利活用の差が民主主義に必要不可欠な情報について偏差をもたらすことは、ポ

ストコロナの民主主義の問題としてより重視されるべきではないだろうか。 

 

（３）オンライン会議をどう用いるか 

 先の１０の団体からの回答アンケートでは、オンライン会議の問題点として、発言

が消極的になりがち、飲食の機会が減り、より良いアイデア等がを産み出されるコミ

ュニケーションの場が減少（仙台市民オンブズマン）、集中力が散漫になりがち（市民

オンブズパーソン栃木）、会議の傍聴の制限をせざるを得ない（千葉県市民オンブズマ

ン連絡会議）、リアルに集まって行う企画が立てられない（かながわ市民オンブズマン）

といった意見が寄せられた。また、包括外部監査評価班からは、交通費等の経費が激

減したというメリットが掲げられる一方で、無言の時間が増えた、などの指摘がなさ

れた。 

 Zoom を用いた会議のメリットについて全国市民オンブズマン連絡会議の包括外部

監査班は、オンラインの会議によって交通費や宿泊費を８６万円軽減することができ

た、という。また、１０団体からのへの回答アンケートでは、「移動時間や交通費、移

動の体力の節約」を挙げた団体が６，「会議の参加者が増えた」という回答が２，「遠

方の会員が参加しやすい」というメリットを指摘する回答も多く寄せられた。 

 こうしたメリット、デメリットについてはオンライン会議に参加したことのある人

が多かれ少なかれすくなかれ感じることである。少なくとも、オンライン会議を活性

化するためには、議題を含む会議の進め方に、これまでと異なる配慮が必要かもしれ

ない。これについては各オンブズから意見を募りたい。 

（４）Zoom 等による情報発信の新たなあらたな可能性 

 Zoom 等を会議以外に用いる、という回答も寄せられている。名古屋市民オンブズマ

ンは、他の市民団体と共同して行うシンポジウムなどの催しをオンラインで行ってい

る。会場の設定や会議の持ち方など、リアルなシンポジウムと比較してオンラインシ

ンポジウムの方が、容易に準備できる、というメリットがあるという。その一方、各

オンブズによる調査や住民訴訟、住民監査請求の記者会見をオンラインで行った、と

いう回答はなかった。全国市民オンブズマン連絡会議では、今年４月、訴訟費用の敗

訴者負担に抗議する声明の発表を初めてオンラインによって行ったが、参加したジャ

ーナリストは見当たらず、結果は低調であった。 

 記者会見や情報発信を Zoom 等で行うことは、今のところ低調と言わざるを得ない

が、他団体との共同で行うシンポジウムやコラボ企画を行うことは、オンラインの会
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議システムの使用の簡便さや参加の容易性を活かせる生かせるものとして、市民オン

ブズ活動に新たなあらたな可能性を生み出すのではないだろうか。それぞれの団体が

最も得意とする分野で情報を交換し、各団体の活動に活かす生かすことによる情報の

交換と企画への個人による参加の積み重ねが、ポストコロナの市民運動を広げること

を期待できる。そうしたオンラインを用いた活動の積み重ねによって各団体の情報の

発信力が強化されるはずだ。 

（５）リアルな会議も見直したい 

 オンライン会議について、仙台市民オンブズマンの「飲食の機会が減り、より良い

アイデア等を産み出されるコミュニケーションの場が減少」した、という指摘は、多

くの団体にも共通する課題ではないだろうか。 

 市民オンブズが活動を広げてきた背景には、参加メンバーが楽しんで活動をしてきた

ことが挙げられる。まさに「主権者としての快感」（by 小野寺信一弁護士＠仙台市民オ

ンブズマン）のために、それまで誰もやってこなかった大規模な情報公開請求をし、

新しい住民監査請求や住民訴訟に挑戦してきたことが原動力となった。こうした活動

の多くおおくは、良い意味での「遊び」の発想から生まれてきた。議員野球大会を行

っている球場に各地のメンバーが写真撮影隊を組織して集合し、郷土の議員の勇姿（！）

を写真に収めることで、住民訴訟の資料にしよう、という呼びかけをしただけで、議

員野球大会はあっけなく中止された。こんな発想は画面越し会議室では生まれない。  

 写真撮影隊だけでなく、各種ランキングなどのアイデアも、雑談の中から生まれた。

しかし、必要なテーマを効率的に議論するオンライン会議では、雑談をしている雰囲

気はない。 

 今回のアンケート中「活動方針」に困っていると回答した団体や、「オンブズとして

取り組む課題が不明確になってきた」といった気になる回答も寄せられた。これは、

地方公共団体に問題がないのではなく、問題をどの角度から、どのように指摘してい

ったら良いかについて迷いがある、ということではないかと思う。しかし、果たして

オンライン会議でこうした根本的なテーマを提案しても、回答は得られるだろうか。

リアルな会議ができにくくなったことだけが原因ではないにしても、コロナ禍での会

議のもちかたが、無駄に見える雑談の重要性といった人と人とのコミュニケーション

のあり方を浮き彫りにしている面は否定できないように思う。 

 

４ まとめにかえて 

（１） 市民オンブズは任意団体である。市民が自由な感性で集まり、民主主義という価

値について自発的な議論を行うところに活動の本質がある。コロナ禍によって十分な

議論ができていない、ということであれば、私たちのみならず、市民による民主主義

への参加がそれだけ害されているということにつながる。メンバー間のコミュニケー

ションの方法と情報発信の方法をオンラインとどう両立させていくか、がポストコロ
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ナに向けての課題だろう。 

（２）ほとんどのグループがメンバーの高齢化を問題として挙げている。その原因はそれ

ぞれのグループごとに事情が異なる面もあることから、一概にコメントするのは危険

であるが、新規の会員を増やすためにどのような活動や情報の発信をしたら良いか、

という点は、どのグループにも共通する課題である。これについては、全国のグルー

プからのアイデアの提案をお願いしたいが、９５年〜９６年頃ころに各地で多くの市

民オンブズグループが声を上げたときに語られたのは、各論を共有することとともに、

作業を共同して行うためにメンバーになった、という動機であった。具体的な作業を

共有化することで、その団体の一員として行動することに関心を持てるのだ。こうし

た、作業の共同は実はオンラインに最もなじみやすい。全国オンブズの経験でも、談

合の一位不動原則などは全国の都道府県での１億円以上の工事の入札結果調書約１万

件をすべてエクセルに入力することによって導き出した。自宅でなら、パソコンを入

力するかたちで運動に参加できる、と名乗りを挙げたメンバーによってこうした作業

は完成された。 

 今の自治体が抱えている問題は様々だ。その問題を明らかにするために、情報公開

によって事実を一つずつ確認する作業は、一見億劫に感じる見える。しかし、そうし

た作業によって明らかになった事実は強い。そうした作業を共有化することによって

メンバーの拡充をはかる、というのも一つの方法であるが、いかがだろう。 

（３）今後に向けて 

 市民オンブズの活動に多くの課題があるとしても、市民が行政を監視する、という

姿勢を持ち続けることは、健全な民主主義のために必要不可欠である。ポストコロナ

の時代にも、市民が楽しんで行政監視をする、そういう団体であり続けるために、皆

で知恵を出していきましょう。 

 全国大会分科会で、全国大会では、多くの皆さんの取組をお伝えいただきたい。 

（了） 
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全国市民オンブズマン連絡会議規約  

第 1 条（名称） 

  本会は、全国市民オンブズマン連絡会議と称する。 

第 2 条（目的及び活動） 

  本会は、国、地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視し、これ    

を是正することを目的とする市民オンブズマンの情報交換・経験交流や共同

研究等を行う。 

第 3 条（会員） 

  1 本会は、前条の目的に賛同する全国の団体によって構成する。なお、

個人は賛助会員となることができる。 

  2 会員は本会を特定の党派的活動や目的に利用してはならない。 

第 4 条（幹事及び代表幹事） 

  1 本会には各地域の参加団体から選出された幹事により構成される幹事

会をおく。 

  2 幹事会は互選によって代表幹事を選任する。 

  3 代表幹事の任期は一年とする。 

  4 幹事会は適宜開催し、第 2 条の目的及び活動に必要な事項を協議する。 

第 5 条（事務局） 

  1 本会には事務局および事務局長をおく。 

  2 本会の事務局所在地及び事務局長は、幹事会によって定める。 

第 6 条（会計） 

  1 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。 

  2 会費（負担金）は団体会員一口年一万円、賛助会員年 5 千円以上とす

る。 

  3 本会は財政幹事をおき、財産の状況を監査する。 

  4 本会の財政幹事は、幹事会によって定める。 

   （2003.5.18 拡大幹事会改正承認）  
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玉

狭
山

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

35
0-
13
0
5

埼
玉

県
狭

山
市

入
間

川
３

１
６

１
－

４
８

－
２

F
04
-2
93
5-
45
32

04
-2
99
9-
52
56

千
葉

千
葉

県
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
連

絡
会

議
26
0-
00
1
3

千
葉

市
中

央
区

中
央

3-
15

-6
　

や
ま

ち
ょ

う
ビ

ル
３

階
　

渚
法

律
事

務
所

04
3-
20
2-
82
80

04
3-
20
2-
82
77

千
葉

市
民

オ
ン

ブ
ズ

千
葉

26
0-
00
1
3

千
葉

市
中

央
区

中
央

3-
15

-6
　

や
ま

ち
ょ

う
ビ

ル
３

階
　

渚
法

律
事

務
所

09
0-
93
67
-3
79
8

04
3-
27
1-
87
94

千
葉

柏
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
連

絡
会

議
27
7-
00
6
1

千
葉

県
柏

市
東

中
新

宿
4-

4-
20

-1
07

　
中

山
宅

08
0-
93
40
-4
68
8 

―

東
京

東
京

・市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

10
2-
00
8
3

東
京

都
千

代
田

区
麹

町
4-

5　
K
S
ビ

ル
2階

　
谷

合
周

三
法

律
事

務
所

03
-3
51
2-
34
43

03
-3
51
2-
34
44
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グ
ル

ー
プ

名
郵
便
番
号

住
　

　
　

　
　

　
　

所
電

話
フ

ァ
ッ

ク
ス

東
京

品
川

区
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

の
会

14
0-
00
1
5

品
川

区
西

大
井

４
-３

-７
03
-3
77
3-
46
13

03
-3
77
3-
46
13

東
京

市
民

オ
ン

ブ
ズ

パ
ー

ソ
ン

中
野

16
5-
00
2
7

東
京

都
中

野
区

野
方

5-
30

-2
0 

し
い

の
木

法
律

事
務

所
03
-5
37
3-
18
08

03
-5
37
3-
18
09

東
京

東
京

墨
田

区
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
13
1-
00
3
1

東
京

都
墨

田
区

墨
田

2-
41

-1
8　

ア
ジ

ア
工

業
株

式
会

社
本

社
内

03
-5
65
5-
27
00

03
-5
65
5-
25
55

神
奈

川
か

な
が

わ
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
23
1-
00
2
1

横
浜

市
日

本
大

通
１

７
　

Ｊ
Ｐ

Ｒ
日

本
大

通
ビ

ル
８

階
　

横
浜

合
同

法
律

事
務

所
内

―
04
67
-3
3-
54
82

神
奈

川
か

わ
さ

き
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
21
0-
85
4
4

川
崎

市
川

崎
区

砂
子

１
-１

０
-２

　
ソ

シ
オ

砂
子

ビ
ル

７
階

 　
川

崎
合

同
法

律
事

務
所

04
4-
21
1-
01
21

04
4-
21
1-
01
23

神
奈

川
政

務
調

査
費

改
革

か
な

が
わ

見
張

り
番

21
4-
00
3
3

川
崎

市
多

摩
区

東
三

田
２

－
４

－
６

　
04
4-
90
0-
46
06

04
4-
90
0-
46
07

新
潟

新
潟

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

95
0-
09
9
4　

新
潟

市
中

央
区

上
所

1丁
目

1番
24

号
N

ビ
ル

2F
　

新
潟

合
同

法
律

事
務

所
02
5-
24
5-
01
23

02
5-
24
5-
01
55

富
山

N
P

O
法

人
 市

民
オ

ン
ブ

ズ
富

山
93
0-
00
7
4

富
山

市
堀

端
町

１
-１

２
　

富
山

中
央

法
律

事
務

所
07
64
-2
3-
24
66

07
64
-2
3-
06
99

石
川

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

石
川

92
0-
08
1
1

金
沢

市
小

坂
町

西
６

１
番

地
７

07
6-
25
2-
47
03

07
6-
25
2-
47
03

福
井

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

福
井

91
0-
00
1
9

福
井

市
春

山
１

丁
目

１
番

１
４

号
福

井
新

聞
さ

く
ら

通
り

ビ
ル

１
階

ひ
だ

ま
り

法
律

事
務

所
気

付
09
0-
94
41
-6
14
9

07
76
-4
3-
08
48

山
梨

山
梨

県
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
連

絡
会

議
40
0-
00
3
1

甲
府

市
丸

の
内

3
-2

1-
10

ネ
ク

サ
ス

ビ
ル

4F
ら

ん
共

同
事

務
所

05
5-
22
8-
19
85
 

05
5-
22
8-
19
87

岐
阜

く
ら

し
･し

ぜ
ん

･い
の

ち
 岐

阜
県

民
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
50
1-
21
1
2

山
県

市
西

深
瀬

２
０

８
　

寺
町

知
正

方
05
81
-2
2-
49
89

05
81
-2
2-
49
89

静
岡

静
岡

県
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
42
5-
00
2
1

静
岡

県
焼

津
市

中
港

1-
2-

3
05
4-
62
7-
23
21

静
岡

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

函
南

町
41
9-
01
0
1

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
桑

原
88

0-
57

　
小

島
　

勲
　

気
付

05
5-
97
9-
67
14

05
5-
97
9-
67
14

愛
知

名
古

屋
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
46
0-
00
0
2

名
古

屋
市

中
区

丸
の

内
３

-７
－

９
　

チ
サ

ン
マ

ン
シ

ョ
ン

丸
の

内
第

２
　

３
０

３
05
2-
95
3-
80
52

05
2-
95
3-
80
50

愛
知

市
民

オ
ン

ブ
ズ

岡
崎

44
4-
08
7
9

岡
崎

市
竜

美
中

2
-1

-8
　

天
野

茂
樹

法
律

事
務

所
内

05
64
-5
3-
78
57

05
64
-5
3-
80
38

滋
賀

滋
賀

県
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
52
9-
16
0
5

蒲
生

郡
日

野
町

小
井

口
６

４
-１

１
07
48
-5
3-
08
25

07
48
-5
3-
08
25

京
都

京
都

･市
民

・
オ

ン
ブ

ズ
パ

ー
ス

ン
委

員
会

60
4-
08
4
5

京
都

市
中

京
区

二
条

殿
町

５
３

８
　

や
さ

か
烏

丸
御

池
ビ

ル
５

階
　

け
や

き
法

律
事

務
所

内
07
5-
25
1-
13
93

07
5-
25
1-
13
93

京
都

市
民

ウ
ォ

ッ
チ

ャ
ー

・京
都

60
4-
08
5
7

京
都

市
中

京
区

烏
丸

通
二

条
上

る
蒔

絵
屋

町
28

0番
地

ヤ
サ

カ
烏

丸
御

所
南

ビ
ル

４
階

　
京

都
第

一
法

律
事

務
所

 気
付

07
5-
21
1-
44
11

07
5-
25
5-
25
07

京
都

(N
PO
法

人
)　

行
政
監
視
機
構

61
0-
01
0
1

城
陽
市
平
川
広
田
２
２
－
５
１

07
74
-5
5-
71
81

07
74
-5
5-
71
81

京
都

京
丹

後
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
62
7-
01
3
1

京
都
府
京
丹
後
市
弥
栄
町
和
田
野
８
２
２
番
地

07
72
-6
5-
25
38

07
72
-6
5-
33
72

大
阪

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

（大
阪

）
54
1-
00
4
1

大
阪

市
中

央
区

北
浜

１
-２

-２
　

北
浜

プ
ロ

ボ
ノ

ビ
ル

　
平

和
法

律
事

務
所

06
-6
20
2-
50
51

06
-6
20
2-
50
52
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名
郵
便
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所
電

話
フ

ァ
ッ

ク
ス

大
阪

市
民

グ
ル

ー
プ

「
見

張
り

番
」

53
6-
00
0
6

大
阪

市
城

東
区

野
江

2-
3-

9 
北

田
方

09
0-
84
49
-5
47
5

06
-7
18
2-
00
91

兵
庫

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

兵
庫

65
8-
00
5
3

神
戸

市
東

灘
区

住
吉

宮
町

7丁
目

-1
-5

09
0-
39
78
-1
19
1

―

兵
庫

市
民

オ
ン

ブ
ズ

尼
崎

66
0-
00
5
4

尼
崎

市
西

立
花

町
４

-１
５

-３
２

　
松

島
商

店
内

　
09
0-
81
67
-4
19
8

06
-6
41
9-
21
36

兵
庫

市
民

オ
ン

ブ
ズ

西
宮

66
2-
08
8
1

西
宮

市
上

ヶ
原

七
番

町
１

-６
-１

０
７

07
98
-5
2-
91
57

07
98
-5
2-
91
57

奈
良

橿
原

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

63
4-
01
9
9

明
日

香
郵

便
局

私
書

箱
２

号
08
0-
85
20
-1
49
6

―

奈
良

奈
良

県
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
連

絡
会

議
63
4-
01
9
9

日
本

郵
便

事
業

会
社

明
日

香
郵

便
局

私
書

箱
９

号
08
0-
85
20
-1
49
6

07
44
-2
5-
45
74

和
歌

山
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
わ

か
や

ま
64
0-
81
5
8

和
歌

山
市

十
二

番
丁

１
０

　
和

歌
山

合
同

法
律

事
務

所
内

07
34
-3
3-
22
41

07
34
-3
3-
27
67

鳥
取

市
民

オ
ン

ブ
ズ

鳥
取

68
3-
00
6
7

米
子

市
東

町
４

１
０

番
地

　
高

橋
敬

幸
法

律
事

務
所

08
59
-3
4-
19
96

08
59
-3
4-
42
31

岡
山

（
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

）
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
お

か
や

ま
70
0-
09
3
3 

岡
山

市
北

区
奥

田
１

丁
目

１
１

番
２

０
号

―
―

岡
山

倉
敷

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

70
1-
01
1
4

倉
敷

市
松

島
２

０
７

-１
０

08
6-
46
2-
13
24

08
6-
46
2-
13
24

広
島

広
島

・市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

会
議

73
0-
00
0
4

広
島

市
中

区
東

白
島

町
２

０
-８

 川
端

ビ
ル

２
階

 佐
々

木
猛

也
法

律
事

務
所

内
 

08
2-
22
7-
87
20

08
2-
22
7-
87
23

山
口

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

や
ま

ぐ
ち

75
9-
44
0
1

山
口

県
長

門
市

日
置

上
53

70
-8

08
37
-3
7-
50
05

08
37
-3
7-
50
05

徳
島

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

徳
島

77
0-
80
5
4

徳
島

市
山

城
西

4
丁

目
１

３
－

１
　

沖
浜

記
念

館
ビ

ル
 ２

０
３

号
09
0 
76
29
 7
57
9

香
川

市
民

オ
ン

ブ
ズ

香
川

76
0-
00
2
2

香
川

県
高

松
市

西
内

町
7-

25
08
7-
81
3-
07
15

08
7-
81
3-
07
15

愛
媛

オ
ン

ブ
ズ

え
ひ

め
79
0-
08
0
1

松
山

市
歩

行
町

1
-2

-4
 安

部
ビ

ル
2階

 今
川

法
律

事
務

所
08
9-
94
7-
59
55

08
9-
94
7-
86
55

愛
媛

愛
媛

県
オ

ン
ブ

ズ
パ

ー
ソ

ン
79
1-
02
4
3

愛
媛

県
松

山
市

平
井

町
23

14
-5

09
0-
37
88
-0
84
1

高
知

高
知

県
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
連

絡
会

議
78
1-
81
2
1

高
知

市
葛

島
２

丁
目

３
-９

　
葛

島
不

動
産

　
森

武
彦

方
08
8-
88
2-
91
54

08
8-
88
2-
99
50

福
岡

（
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

)市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

福
岡

81
0-
00
2
1

福
岡

市
中

央
区

薬
院

１
－

６
－

９
　

福
岡

ニ
ッ

セ
イ

ビ
ル

70
2号

名
和

田
法

律
事

務
所

内
09
2-
73
1-
71
72

09
2-
73
1-
71
99

福
岡

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

北
九

州
80
3-
08
1
7

北
九

州
市

小
倉

北
区

田
町

１
２

-１
５

　
大

明
ビ

ル
３

Ｆ
09
3-
58
2-
50
54

09
3-
58
2-
50
54

佐
賀

（Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
）市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
連

絡
会

議
･佐

賀
84
0-
08
3
1

佐
賀

市
松

原
４

-６
-２

９
09
52
-2
2-
64
83

09
52
-2
2-
64
83

熊
本

く
ま

も
と

・
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
86
1-
11
1
3

熊
本

県
合

志
市

栄
37

92
-5

6　
西

村
澄

子
方

09
6-
20
0-
38
36

09
6-
20
0-
38
36

熊
本

荒
尾

・市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

86
4-
00
3
2

熊
本

県
荒

尾
市

増
永

28
67

-2
9

09
0-
53
80
-6
83
2

09
68
-6
6-
42
17
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名
郵
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番
号

住
　

　
　

　
　

　
　

所
電

話
フ

ァ
ッ

ク
ス

熊
本

玉
名

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

86
5-
00
6
1

玉
名

市
玉

名
市

立
願

寺
５

２
８

－
１

09
0-
49
92
-4
51
9

大
分

（Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
)お

お
い

た
・市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
87
4-
09
4
7

別
府

市
浜

脇
２

丁
目

１
１

-１
１

09
77
-7
5-
77
57

09
77
-7
5-
77
58

大
分

（
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

)日
田

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

87
7-
00
5
1

日
田

市
大

字
高

瀬
69

番
地

09
73
-2
2-
30
88

09
73
-2
2-
30
88

鹿
児

島
市
民
オ
ン
ブ
ズ
奄
美

89
4-
00
4
6

鹿
児
島
県
奄
美
市
名
瀬
小
宿
34

08
09
97
-5
4-
89
61

09
97
-5
4-
89
61

　

（
N

P
O

法
人

)　
情

報
公

開
市

民
セ

ン
タ

ー
46
0-
00
0
2

名
古

屋
市

中
区

丸
の

内
３

-７
－

９
　

チ
サ

ン
マ

ン
シ

ョ
ン

丸
の

内
第

２
　

３
０

３
05
2-
25
3-
78
60

05
2-
25
3-
78
60

明
る

い
警

察
を

実
現

す
る

全
国

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

16
0-
00
0
3

東
京
都
新
宿
区
本
塩
町
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「共通の用紙」（フォーム）

団体名 都道府県名 青森県

 所在地（〒　　　　　　　　　）036-8202）

電話 ＦＡＸ

Ｅメール ホームページ

代表者 報告者

結成年月日

会員数 年会費

 組織の状況（会議の頻度・案内方法・会計状況等）・特徴

 活動を始めてから 特記事項

　情報公開請求件数（地方）　多数

              　　　  （国）　　　３件

　住民監査請求件数       多数

 裁判の記録 特記事項

　情報公開訴訟件数　　　６件

　住民訴訟件数　　　　　２３件

　その他

 この１年間の活動経過と今後の方針

8月5日
8月19日

8月24日

9月10日
9月20日-21日

9月24日
9月30日

10月8日

弘前市民オンブズパーソン

青森県弘前市元大工町１６

0172-32-5831 0172-33-4786

1998年9月30日

約３０人 １０００円

asunarok@infoaomori.ne.jp

葛西　聡

　その他

会議開催状況：幹事会は概ね毎月開催。この他必要に応じて事務局会議開催。総会は年に１
度開催（概ね１１月）。
会議案内：幹事会はメール、ＦＡＸにて。総会は葉書等で案内。
会計：会費、寄付金及び個人的負担にて対応。会費は総会終了後各会員宛に郵便振替用紙
を総会資料等と一緒に送付。

【この１年間の活動経過】
幹事会

髙松利昌

特になし

青森県政務活動費２０１８年度分支出に係る住民訴訟を提起。

弘前市長あて「弘前市公共施設へのＷｉ－Ｆｉ環境の整備と充実について（申し入
れ）」を提出。

青森県政務活動費２０１８年度分支出に係る住民監査請求が棄却されたが、監査
委員は監査結果の中で、①政務活動費の使途の透明性の向上②財務事務の適
正な執行の２点を求める付言をした。また、住民監査請求により、６議員が収支報
告書の訂正を行い、約１７５万円を返還していた。

敬老大会参加対象者をこれまで７５歳以上としていたが、今年度から「７６歳以上」
と広報したのは誤りであったことが開示請求により明らかとなった。
幹事会

幹事会
全国大会
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10月26日

11月12日
11月27日

11月28日
12月5日
12月9日
12月10日
12月24日

2021年
1月21日
2月4日

2月19日

2月22日

2月25日
3月19日

3月25日
4月3日

4月6日

4月22日
4月26日
4月27日

5月13日
6月15日
6月24日
6月29日 県下40市町村を対象に行った入札・契約に係るアンケート結果をまとめ、記者会

見で公表。

国病機構による新中核病院構想具体化に向けて弘前市に示した文書のうち交渉
の過程で示した文書不開示決定処分に対する審査請求（2019年1月9日付）で、
総務省情報公開・個人情報保護審査会は「その全部を不開示とした決定につい
ては，取 り消すべき」と答申し、その中で「本件においては，本来，本件開示請求
に該当する文書として特定されるべき多数の文書が，その存 在を一切明らかに
されないまま，実質的に本件開示請求の対象外とされて いたものであり，処分庁
のこのような対応は疑念を生じさせるばかりか， 甚だ不当であるといわざるを得な
い。」と付言。
青森県学校給食会が発行し、関係機関に配布している「学校給食物資 価格だよ
り」が「法人の利益を害するおそれがある」として不開示処分された件で弘前市教
育委員会に対し審査請求。

国病機構による部分開示を不服として再度の審査請求。

「介護保険料未納者のうち、昨年度分の未納理由とその理由別の未納者数が分
かるもの」の開示請求で、「システムに個別データはあるものの、これまで取りまと
めたことがない」との理由で開示決定は１０月２日付で行われたものの、決定から
文書開示まで２０日以上時間を要し、開示された。
幹事会
弘前市立病院未収金取り立てにかかわって、業務委託先の対応について市立
病院管理者である市長あてに質問書を提出（報道添付あり）

幹事会

北海道・東北市民オンブズマンネットワーク例会（ZOOM）

幹事会

幹事会

幹事会　　国病機構から裁決書、法人文書開示決定通知書送達（４月２０日付）。

弘前市情報公開・個人情報保護審査会に対し、審査の迅速化を図るよう申入れ

訴訟費用を請求された問題で、全国事務局主催のネット会議に報告者として髙
松が参加。

国病機構による裁決に基づく部分開示文書を収受。公務員名まで墨塗した文書
を開示した。

西目屋村長が談合事件で逮捕されたことにかかわって、県下４０自治体あてに談
合防止策の有無、情報公開などにかかわってのアンケート用紙送付。

水道活性炭談合による損害の有無と損害があったとすれば請求をしていたのか
について、弘前市水道部及び津軽広域事業団に質問書を提出。

幹事会

弘前市議会に「弘前市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例案」が提
出された。

幹事会

弘前市による4月26日付け公文書部分開示決定処分を不服として提訴。

3月19日付答申とその後の裁決に基づき、弘前市は改めて部分開示決定を行っ

第２３回定期総会

横浜町民アオンブズパーソンが不開示決定取消請求訴訟を提起

国立・弘前病院と弘前市立病院統合にかかる会議録などが部分開示された件で
審査請求（2017年2月20日）について弘前市情報公開・個人情報保護審査会は
答申し、「（対象文書の）中には市町村及び医療関係機関の意見のみでなく私見
や、仮定した数字を用いて算出したデータ及び意向段階での調査データが含ま
れている。このような意思形成過程での意見やデータを開示することにより、未成
熟な意見やデータにより意思決定がなされたとの誤解を招きかねず、市民に不当
な混乱を生じさせる恐れがあることは否定できない。」「本件対象文書は、中立的
な意見を述べている箇所を除き、条例第7条第5号に定める不開示情報に該当す
ると認められる。」とした。
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7月6日

7月9日

7月20日
7月28日 市が国保加入者と後期高齢者医療保険加入者の医療レセプト情報、介護などを

含む個人情報を外部機関に提供するとした問題で、作業をいったん中止し、改
めて関係者に丁寧な説明を行うことなどを求め「「次世代医療基盤法による医療・
健康の情報提供」について」市長あて申入れを行った。

新型コロナワクチン接種券等作成・封入封緘委託契約に係る開示請求で、厚労
省が令和2年12月25日付通知で接種券の仕様を細かく記載した仕様書を示し、
年明けの1月7日までに対応可能かどうかを照会し、対応可能な業者が見つから
ない場合、1月8日までに厚労省の担当課に連絡することを求めていたことが分
かった。　　　　　　　　　　　　　弘前市はこの業務委託で、5社から見積をとり、2番
目に高い金額を示した業者と匿名随意契約を行ったことがわかった。

幹事会

青森県議会派遣海外視察旅行費用の返還請求事件でフィンランドに旅行した県
議会議員の証人尋問が青森地裁で行われ、結審。
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２０２０年１１月２８日陸奥新報
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